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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

暮らしの

年金情報

国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の

納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる人は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、

専修学校および各種学校（修業年限1年以上である課程）に在学する学生等で、本人の前年所得が
次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

◉「春休み・新年度に読みたい本ベスト」展示
日本中が出会いや別れでリフレッシュする 3 月から 4 月にかけて読

んでほしい図書館員おすすめの本を紹介します。
展示中の本についても貸出可能ですので、この機会に多くの利用をお

待ちしています。
展示期間 ３月 31 日㈬まで

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日 月曜日、年末年始、

蔵書点検期間

http://www.tow
n.oumu.hokkaid
o.jp/hotnews/d
etail/00005012.
html

図書館ホームページ

◉「小田切訓絵画ギャラリー」の展示作品の入替
図書館で展示しています小田切訓先生（雄武町出身／洋画家）の作品を、

入れ替えました。
画集の貸し出しも行っていますので、絵画と併せてぜひご覧ください。

今月の新着図書 Newly-imported books

海の哺乳類約 90 全種の正確
なイラストと写真、詳細な情
報を網羅したオールカラー図
鑑です。絶滅危惧種と環境問
題も記載した、ロングセラー
の新装版！

世界のクジラ・イルカ
百科図鑑

アナリサ・ベルタ/編
山田格/監訳 黒輪篤嗣/訳

イッカボッグ
Ｊ．Ｋ．ローリング/著

松岡佑子/訳

隣はシリアルキラー（中山七里）・男の子にも女の
子にも似合う服（高島まりえ）・山の霊異記 2（安
曇潤平）・アクセサリー作りのためのレジンの教科
書（熊崎堅一）・手の倫理（伊藤亜紗）・簡単！手作
りマスクおしゃれなアイデア 100（猪俣友紀）・ばっ
ちり安心な新型コロナ感染対策旅行編 20（矢野邦
夫）・宇宙考古学の冒険（サラ ･ パーカック）ほか

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 1 ～ 4・
タイタン（野崎まど）・大丈夫やで 1 ～ 2（坂本フ
ジヱ）・おもしろい話、集めました。R（ひのひまり）・
モヤモヤしている女の子のための読書案内（堀越英
美）・ポケットモンスターガラル図鑑・ポケモンガ
ラルずかん・ぼくたち、わるもの？（ソフィー ･ コ
リガン）・あしたのことば（森絵都）ほか

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

豊かなコルヌコピア王国の北部
にある、暗くて霧深い土地。伝
説によると、そこにはイッカ
ボッグという怪物が棲んでいて
……。伝説の怪物をめぐる真実、
希望、友情のファンタジー！

◉「いくらすじ子顔出しパネル」を設置
町観光協会が作成した「町公認キャラクターいくらすじ子顔出しパネル」が、図書館に設置されました。
図書館を訪れた記念に写真撮影してみてはいかがでしょうか。

「雄図ぴあ」ならではのデザインになっていますので、来館した際はぜひご覧ください。

【所得の目安】 118万円+（扶養親族等の数× 38万円）
ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額する

ためにも、後から納付（追納）することをお勧めします。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予

定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きます。
引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送ください。

問住民生活課戸籍住民係
問北見年金事務所国民年金課
☎ 0157‐ 25‐ 9635（自動音声案内 2→ 2）

国民年金保険料学生納付特例の申請

学生納付特例制度により、令和2年度に保険料納付
を猶予されている人で、令和3年度も引き続き在学予
定の人へ、4月初めに基礎年金番号等が印字されたハ
ガキ形式の学生納付特例申請書が届きます。

同一の学校に在学されている人は、このハガキに必
要事項を記入して返送いただくことにより、令和3年
度の申請ができます。この場合、在学証明書または学
生証の写しの添付は不要です。

なお、令和3年度は学生納付特例制度を利用せず、
保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送
付します。お手数をおかけしますが、北見年金事務所
まで問い合わせください。


